
Ⅰ－３　自分たちのまちは自分たちでつくる～自治権の拡充に向けて～

将来のあるべき姿 現行の基本計画 取り組みの方向性 現行の実施計画 第６分科会提言の譲れない具体的な項目

①参加のしくみ
づくり

②公益的な活
動の支援

⑦高度情報化
へ対応

行政評価の見直し

⑧効率的な区
政運営の確立

従来のプロセス目標
から成果目標に置き
換える

区民参加型ミニ市
場公募債の導入
・区政モニター活動
・電子会議室の運営

・広報誌の発行
・区政情報センターの
運営
・ビデオ広報等の製作

地区協議会の
設立・運営
【重点】【新規】

ホームレス対策
【重点】【新規】

地域を基盤とした区政の推進

広域的な都市課題への対応 区民との協働によ
る基本構想・基本
計画づくり【重点】
【新規】

現行の基本構想

構想推進のために

③情報環境の
充実

④地域からの
計画づくり

⑤地域における
機能とサービス
の充実

自立した区政の確立

参加と協働のまちづくり

行財政の効率的運営

⑥広域的な都
市課題への対
応

区政やコミュニティへ
の関心を高め、自治
の担い手を充実させ
る

参加の仕組みを拡充
し制度化する

①区は、情報開示の原則の徹底と
情報発信の内容と質の向上に努め
る。

④区は、地区協議会の役割を自治
基本条例により明確にいちづけ、地
区協議会が機能的に活動できるよう
に支援を充実させる。

②区は、広く一般の区民が参加でき
た「区民会議」の仕組みを条例化
し、この様な場で将来の自治を担う
区民を育成する。

③区は、区民が政策の立案・実施・
評価・改善の各段階に参画可能な
仕組みをつくり、また区民も従来の
陳情・要望的な活動からの脱却を
図る。

⑤区と区民は、自治運営の基本原
則を区民の総意として確認し、「自
治基本条例」を制定する。

自治の理念・仕組みを
明確化するために、自
治基本条例を制定す
る

広域的な都市課題へ

の対応 

自立した区政をつくる

－能率的な行財政体

制の確立 

自治分権の時代に
ふさわしい「新たな
自治の理念・仕組
み」が構築され、私
たち新宿区民が地
域社会の課題を解
決する主体である
事が改めて認識さ
れている

私たちは、区政の現
状を的確に把握し、
私たちの意志が区
政に反映できるよう
に、運営に主体的に
参加している


